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2025年度 

北九州市立大学 超高齢者社会に対応する先制医療工学研究拠点 

共同利用・共同研究公募要領 

 
 
１ 共同利用・共同研究の趣旨及び公募内容 

「健康維持」「環境との共生」「都市エネルギーシステム」「災害に強いまちづくり」の
4 領域を中心とした研究開発、政策提言、人材育成を推進することを使命として、北九州
市立大学環境技術研究所が、国際環境工学部に平成 24 年 3 月に設置されました。開設
以来、快適な環境を保証する持続可能な都市機能を実現するために、教育と研究、地域
の発展に取り組んでまいりました。これらのテーマの中でも「健康の維持」を担う先制
医療工学センターでは、免疫系を人工的に制御する選択的な薬物送達システム（DDS）
やナノメディシンの物性評価、溶液中の薬剤からの散乱などの分野で先端的な研究開発
を行ってきたと考えています。近年では、情報工学の研究者と共同して、スパースモデ
リングによる複雑系の生体情報処理や、これらの情報技術とバイオテクノロジー技術を
融合して健康寿命と生命寿命のギャップを 10 年短縮するような統合的テクノロジーを
基盤とした新産業の創出を目指しています。また、国際環境工学部の開設時に設置され
た計測・分析センターは、最先端の電子顕微鏡や分析装置を備えて、依頼測定や共同研
究で外部の研究者などにも開放しています。 
これらの実績に基づいて文部科学省の「特色ある共同利用・共同研究拠点」に申請し

たところ、2021 年度より 6 年間の拠点認定を受け、共同利用や共同研究を実施しており
ます。 
来年度の予算につきましては、未確定でございますが、例年通り共同研究・共同利用

の公募を行います。 
 
２ 募集テーマ 
配分研究費：未定（2025 年度大学予算の決定及び令和７年度「共同利用・共同研究シス
テム形成事業～特色ある共同利用・共同研究拠点支援プログラム～機能強化支援」の採
択結果による。装置利用料については支援予定。） 
（１）医療ナノ材料の精密分析 
（２）情報技術や最先端計測技術を使ったナノメディシンや医用材料の物性分析 
（３）生体イメージングと画像処理 
（４）PM2.5やマイクロプラスチックスなどの健康に影響を与える可能性の高い環境 

中の微粒子の人体への影響を解明する研究 
（５）超性能バイオツールを活用した新たな先制医療工学研究 
（６）医療画像診断に対して本拠点の動画像復元や解析技術を展開し、医療用画像診 

断の有効性を格段に向上させる研究 
（７）その他 (ナノマテリアルの構造・物性分析、情報工学と分析技術融合など、広義

で先制医療工学に関する研究全般) 
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 ３ 申請資格者 
（１） 研究代表者 
次のいずれかに該当する者 
① 国、公、私立大学の教員、研究機関の研究者、又はこれらに準ずる研究者（国、

公、私立大学の技術職員も含みます） 
② その他先制医療工学研究センター長（以下「センター長」という。）が特に適当

と認めた者 
※本学の専任教員以外の者が研究代表者となる場合は、研究分担者又は連絡窓口とな
るホストのいずれかに本学の専任教員を置くものとする。 
（本学の専任教員とのコンタクトがない場合は、選考過程で調整するので、申請時に
その旨申し出ること） 

（２） 研究分担者 
次のいずれかに該当する者 
① 国、公、私立大学の教員、研究機関の研究者、又はこれらに準ずる研究者（国、

公、私立大学の技術職員も含みます） 
② その他センター長が特に適当と認めた者 

 
４ 研究期間 ２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日 

※翌年度継続申請可（同一研究課題につき継続申請は２回まで可） 
 
５ 共同研究形態 （甲：研究代表者 乙：北九州市立大学） 
（１）タイプＡ：共同研究契約を締結した上での公開を原則とする研究 
研究成果を公開することを原則として、甲と乙の間で工業所有権や研究成果の帰属に
関する共同研究契約等を結んだ上で開始する研究。 

（２）タイプＢ：依頼分析 
従来から行っている、北九大計測・分析センターの外部からの依頼試験の方式を公募
研究に適用する。研究成果は原則として甲に属する。研究成果は原則公開すること。 

（３）タイプＣ：共同研究契約を締結した上での非公開を原則とする研究 
研究成果および測定結果は非公開とする。成果は原則甲に属する。共同研究の開始に
あたり、乙の機密保持に関して契約をする。また、甲は必要経費と乙の貢献に関して
対価を支払う。 
※原則として拠点化から費用は出さない。 

（４）タイプＤ：年度途中で発生したタイプＡ及びタイプＢ 
※原則として拠点化から費用は出さない。 

 
６ 研究費の使途 
（１）研究に直接必要な物品（文具・什器等を除く） 

※タイプＢは、消耗品（１点 10 万円未満の物品）のみ可 
（２）勤務場所から本拠点までの旅費 
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（３）本拠点での計測・分析機器使用料 
（４）その他センター長が特に必要と認める経費 
 

７ 機器の使用 
共同研究の実施にあたり、本学計測・分析センターの機器を使用する際は、計測分析セン
ター利用規約を順守すること。 

  
８ 申請 
（１）募集期間 ２０２５年１月２０日（月）～２０２５年２月２6日（水） 
※タイプＤのみ随時応募可 

（２）申請方法 
募集期間内に申請書を下記メールアドレス先へ送付のこと。 
提出先：kyoten@kitakyu-u.ac.jp 
 
※１研究者につき申請は１件限り（複数件の申請不可） 
※申請書は下記 URL からダウンロード可 
https://www.kitakyu-kyoten.com/%E5%85%AC%E5%8B%9F 
 

９ 採択 
①共同研究課題の採択は、本拠点に設置した共同研究推進部会で決定します。 
②審査にあたり、申請者（研究代表者）から説明を聞くことがあります。 
③採否結果は、申請者（研究代表者）あてに連絡します。採択された共同研究課題につ
いては、研究課題名、研究代表者名、研究代表者所属機関の各情報を本拠点ウェブサイ
トに掲載しますので、あらかじめご了承願います。 
 
採択時期：２０２５年３月下旬（予定） 
※タイプＤは申請の都度決定 
 

１０ 問い合わせ先 
〒808-0135 北九州市若松区ひびきの１－１ 
北九州市立大学 環境技術研究所（担当：水野・三村） 
TEL：093-695-3367  
E-mail: kyoten@kitakyu-u.ac.jp 
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